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平成17年度税制改正において、住宅ローン控除制度の手直しが行われ

たと聞いています。どのような改正がなされたのですか。

住宅ローン控除及び特定の居住用財産の買換え特例等が適用される既存住

宅の築後年数要件が緩和され、一定の耐震基準に適合する住宅であれば、築

後年数に関係なくその対象に取り込まれることとなった。この改正は、平成17年４

月１日以後に既存住宅を取得し、自己の居住の用に供した場合に適用される。

住宅税制・ローン控除制度の改正

431 公認会計士　松　澤　　修□

平成17年３月31日までに取得

床面積　50㎡以上
既存住宅は　築20年以内
耐火建築は　築25年以内

区　　分

特別控除税額

増改築要件

所得金額要件

借入金要件

適用家屋

平成17年４月１日以降取得

床面積　50㎡以上
既存住宅は　築20年以内
耐火建築は　築25年以内
又は一定の耐震基準を満たす
住宅

○住宅ローン控除制度の改正

控除期間　10年
住宅借入金の年末残高　4,000万円以下の部分
控除率　１年目から８年目まで　１％

９年及び10年目　　　　５％

工事費用が100万円を超える増改築工事

その年の合計所得金額3,000万円以下

償還期間が10年以上で一定の要件を満たすもの
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○対象となる住宅が一定の耐震基準に適合するときは築後年数要件を適用しない税制

特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合における長期譲渡所得の特例

住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度

住宅用家屋の所有権登記または住宅取得資金の抵当権設定登記に対する登録免許税

の軽減措置

住宅用家屋の所有権保存登記に対する登録免許税税率の軽減措置

既存住宅およびその土地にかかる不動産取得税課税標準の特例措置

容器包装リサイクル法対応講習会（無料）のご案内

－東京都中小企業振興公社－

日　時

会　場

主　催

内　容

定　員

申込先

平成17年８月22日（月） 13：30～16：20

千代田区神田佐久間町１－９　7東京都中小企業振興公社　３階第１会議室

財団法人東京都中小企業振興公社　独立行政法人中小企業基盤整備機構

q容器包装リサイクル法の解説

w特定事業者の実務手続について

e再商品化事業者の事業への参加手続について

r識別表示について

t容器包装リサイクル法の見直しについて

【講師】（独）中小企業基盤整備機構　派遣講師

先着100人
定員に達し次第締め切り、お断りする場合のみご連絡いたします。

また受講証等の発行はいたしません。

公社HP（http://www.tokyo-kosha.or.jp/）からお申し込みください。

7東京都中小企業振興公社　取引振興課　TEL：03（3251）7883


